
【活動推進費・各タイプ】（関係人口創出・維持タイプを除く） R6.12.1

機材関係 資材関係 その他

ヘルメット 刈払機 あづまや キノコの菌

手袋 チェーンソー 資器材保管庫 苗木

安全靴 丸鋸 炭焼き小屋（１/３） 枝打ちハシゴ デジタルカメラ

長靴 ウィンチ パイプ倉庫 台車 パソコン類

防護衣 軽架線 移動式トイレ 林内作業車(1/3) 携帯電話

メジャー チッパー 電気柵用資材 運搬車(1/3) 作業服

双眼鏡 わな 無煙炭化器 看板（基礎あり） 防寒着

ナタ 薪割り機（１/３） フトンかご 一輪車 発電機

ノコギリ 薪ストーブ（１/３） ぐり石 軽トラック

竹かご 携帯ＧＰＳ 土のう 製材用機材

ほうき トランシーバー 散水施設 加工用機材（電動カンナ等）

シャベル バックホウ 目立て機

クワ スキッダ ペレット製造機・ボイラー

フェリングレバー チルホール ブリケット製造機・ボイラー

ポールソーチェンソー 井戸掘り

アタッチメント

目立て道具

替え刃

プラスチックボックス

立て看板

燃油代

書籍

事務用品等の消耗品

【関係人口創出・維持タイプ】 R6.12.1

機材・資材関係 その他

地域外関係者に係るもの 事務用品等の消耗品 該当なし 移動式簡易トイレ 上記に同じ

ヘルメット 賃借料 （賃借料）（１/３）

手袋 燃油代

安全靴 書籍

長靴

防護衣

ナタ

ノコギリ

森林・山村多面的機能発揮対策交付金の消耗品・資器材判断一覧（主なもの）

資器材（事前申請が必要）　※1/2又は1/3補助
交付金の対象外消耗品

対象外

※汎用性のあるものは
交付金の対象外

消耗品

木登り用具（安全ベルト、
ハンガー、ステップ）

資器材（事前申請が必要）　※1/3補助

※駆動系の機材や、資機材の付帯品は消耗品の対象外（判断に迷う場合は、購入前に協議会に確認のこと）



林野庁への個別確認事項

交付金対象外　：　食料費、医療費、医薬品
　　　　　　　　　　　　目立て道具でヤスリ以外のもの

資機材の対象　：　ポールソー・アタッチメント
　　　　　　　　　　　　据置型の薪割り台（１/３）　キンドリングクラッカー

　　　　　　　　　　　　あずまや：森林整備の作業時の休憩の用途に限り対象となる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　→資材や機材、搬出材等の保管を目的とする場合は対象外のため注意すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　見積もりについては、各地域における一般的・妥当と認められる価格で発注・購入されていれば、
合見積もり等、契約方法について特に条件はない

　　　　　　　　　　　　　　ぐり石　（１／２）：資材扱いとなる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あずまやや作業道等の施設を新たに設置する際、他の資材とともに購入する場合は資材。

　　　　　砕石は消耗品だが（※）、作業路新設のために使用するものは資材として扱える。

　　　　　（※）ただし、砕石(細かいもの）は悪路の補修等に用いるものとして、消耗品扱いとすること。

　　　　　　　　　　　　ア．資材のみ購入し、活動組織自身で建設する場合は、購入する資機材は資機材購入（1/2）の対象となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、あずまやの建設に係る人件費は対象になりませんので御注意ください。

　　　　　　　　　　　イ．資材の購入代金に設置まで含まれる場合は、設置費まで含めた額が資機材購入（1/2）の対象となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考：手引きP31　Q020及び　QA問C-7-b-4）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負は、上記のイに該当、特に作業の範囲に制約はないため、完成品も含む。


